
議案第６号参考資料 

- 1 - 

山陽小野田市教育委員会行政組織規則新旧対照表 

改正後 改正前 

（職の設置） （職の設置） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項に規定する職のほか、事務局に教育次長を、課に参 ２ 前項に規定する職のほか、事務局に教育次長を、課に参 

事、参与、主幹、技監、課長補佐及び主査を、室に参事、 与、主幹、技監、課長補佐及び主査を、室に参与、主幹、 

参与、主幹、技監、室長補佐及び主査を、室及び係に主任 技監、室長補佐及び主査を、室及び係に主任を置くことが 

を置くことができる。 できる。 

（職務） （職務） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

(1)～(4)（略） (1)～(4)（略） 

(5) 主幹、技監、参事、課長補佐、室長補佐、主査及び (5) 主幹、技監、課長補佐、室長補佐、主査及び主任 

  主任は、上司の命を受け担任事務を処理し、所属職員 は、上司の命を受け担任事務を処理し、所属職員を 

を指揮監督する。 指揮監督する。 

（職の設置） （職の設置） 

第１１条 （略） 第１１条 （略） 

２ 前項に規定する職のほか、副館長、参事、参与、所長補 ２ 前項に規定する職のほか、副館長、所長補佐、館長補 

佐、館長補佐、主査及び主任を置くことができる。 佐、主査及び主任を置くことができる。 

（職務） （職務） 

第１２条 （略） 第１２条 （略） 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 副館長、参事、参与、所長補佐、館長補佐、主査及 (2) 副館長、所長補佐、館長補佐、主査及び主任は、上司 
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び主任は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属 の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指揮監督す 

職員を指揮監督する。 る。 

  

 

 


